
 

柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 本 市 園 芸 作 物 の 生 産 拡 大 を 図 る と と も に 新 た

な 産 地 づ く り に 向 け た 取 組 を 支 援 す る た め 、 柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大

支 援 事 業 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則

（ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も

の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も

の と す る 。  

 ⑴  市 内 に 住 所 を 有 す る 認 定 農 業 者  

⑵  市 内 に 住 所 を 有 す る 認 定 新 規 就 農 者  

 ⑶  え ち ご 中 越 農 業 協 同 組 合  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る 者  

（ 補 助 対 象 園 芸 作 物 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 園 芸 作 物 （ 以 下 「 補 助 対 象 園 芸

作 物 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と し 、

出 荷 ・ 販 売 を 目 的 と す る も の と す る 。  

⑴  園 芸 産 地 発 展 ビ ジ ョ ン に 規 定 さ れ る 以 下 の ６ 品 目  

 ア  た ま ね ぎ  

 イ  え だ ま め  

 ウ  カ リ フ ラ ワ ー  

 エ  ブ ロ ッ コ リ ー  

 オ  ア ス パ ラ ガ ス  

 カ  い ち ご （ 越 後 姫 ）  

⑵  そ の 他 市 長 が 特 に 認 め る 園 芸 作 物  

 （ 補 助 対 象 経 費 及 び 交 付 基 準 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い

う 。）、交 付 額 及 び 補 助 率 は 、別 表 の と お り と す る 。た だ し 、補 助

金 の 額 の う ち 千 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨

て た 額 と す る 。  



 

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 ５ 条  規 則 第 ５ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 市 長 の 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、

次 に 掲 げ る も の 以 外 の 変 更 と す る 。  

 ⑴  事 業 主 体 の 変 更  

 ⑵  事 業 種 目 の 新 設 又 は 廃 止  

 ⑶  施 行 箇 所 又 は 設 置 場 所 の 変 更  

 ⑷  事 業 種 目 ご と に 事 業 量 の ３ ０ ％ を 超 え る 変 更  

 ⑸  事 業 期 間 の 変 更  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 経 費 の 配 分 の 変 更 に あ っ て は 、 当 該

事 業 に 要 す る 経 費 の ３ ０ ％ を 超 え な い 増 減 の 変 更 と す る 。  

  （ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 ６ 条  市 長 は 、交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

 ⑵  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 ⑶  本 補 助 金 で 整 備 し た 機 械 、 設 備 等 の 耐 用 年 数 の 期 間 に お い て 、

対 象 園 芸 作 物 の 作 付 け が 確 認 で き な い と き 。  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す と き

は 、 交 付 決 定 者 に 通 知 す る と と も に 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る

場 合 に は 、 期 日 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

 （ 様 式 ）  

第 ８ 条  こ の 補 助 金 等 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、 次 に 掲

げ る と お り と す る 。  

⑴  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  別 記 第 １ 号

様 式  

⑵  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第

２ 号 様 式  

⑶  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 新 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第

３ 号 様 式  

⑷  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 実 績 報 告 書  別 記 第 ４ 号



 

様 式  

⑸  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請 書  

別 記 第 ５ 号 様 式  

⑹  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 事 業 等 計 画 変 更 承 認 決 定 通

知 書  別 記 第 ６ 号 様 式  

⑺  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ） 承

認 申 請 書  別 記 第 ７ 号 様 式  

⑻  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 事 業 等 中 止 （ 又 は 廃 止 ） 承

認 決 定 通 知 書  別 記 第 ８ 号 様 式  

⑼  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 確 定 通 知 書  別 記 第 ９ 号

様 式  

⑽  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知    

 書  別 記 第 １ ０ 号 様 式  

⑾  柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 達 成 状 況 報 告 書  別 記 第   

 １ １ 号 様 式  

 （ 消 費 税 の 取 扱 い ）  

第 ９ 条  補 助 金 等 の 交 付 申 請 に 当 た り 、 事 業 主 体 に つ い て 当 該 補 助

金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 相

当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） に 規 定 す る

仕 入 れ に 係 る 消 費 税 と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 率 を 乗

じ て 得 た 金 額 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ る 場 合 に は 、 こ れ ら を 減

額 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 交 付 申 請 時 に お い て 当 該 補 助 金

に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。  

 （ 達 成 状 況 報 告 ）  

第 １ ０ 条  補 助 対 象 者 は 、 補 助 金 の 申 請 年 度 か ら ３ 年 （ 別 表 中 事 業

内 容 （ ３ ） に つ い て は １ 年 ） を 目 標 年 度 と し 、 事 業 計 画 書 に 基 づ

き 目 標 年 度 ま で の 毎 年 度 、 達 成 状 況 報 告 書 （ 別 記 第 １ １ 号 様 式 ）

に よ り 事 業 実 施 年 度 の 翌 年 度 の ５ 月 末 日 ま で に 市 長 に 提 出 す る も

の と す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に



 

定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   



 

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

事 業 内 容  補 助 対 象 経 費  補 助 率 （ 交 付 上 限 額 ）  

（ １ ） 資 材 等

購 入 費 の 支 援  

園 芸 作 物 の 生 産 拡 大

及 び 品 質 向 上 又 は 新

規 導 入 に 必 要 な 生 産

資 材 等 の 購 入 費  

３ 分 の １ 以 内 （ 補 助 限 度

額 ３ ０ 万 円 ）  

た だ し 、 補 助 対 象 園 芸 作

物 が 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定

す る 作 物 の 場 合 は 、 ２ 分

の １ 以 内 （ 補 助 限 度 額 ５

０ 万 円 ）  

（ ２ ） 機 械 等

購 入 費 及 び 施

設 整 備 費 の 支

援  

園 芸 作 物 の 生 産 拡 大

及 び 品 質 向 上 又 は 新

規 導 入 に 必 要 な 機

械 、 設 備 等 の 購 入

費 、 施 設 整 備 費  

３ 分 の １ 以 内  

（ 補 助 限 度 額 １ ５ ０ 万

円 ）  

た だ し 、 補 助 対 象 園 芸 作

物 が 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定

す る 作 物 の 場 合 は 、 ２ 分

の １ 以 内 （ 補 助 限 度 額 ２

５ ０ 万 円 ）  

（ ３ ） 作 業 委

託 費 の 支 援  

園 芸 作 物 の 生 産 拡 大

及 び 品 質 向 上 又 は 新

規 導 入 に 伴 う 定 植 や

収 穫 等 の 繁 忙 期 の 作

業 委 託 費  

２ 分 の １ 以 内 （ 補 助 限 度

額 ３ ０ 万 円 ）  

た だ し 、 補 助 対 象 園 芸 作

物 は 、 第 ３ 条 第 １ 号 に 規

定 す る 作 物 に 限 る 。  

（ ４ ） 高 温 ・

渇 水 の 対 策 に

必 要 な 資 機 材

購 入 費 及 び 水

源 確 保 に 係 る

経 費 の 支 援  

高 温 ・ 渇 水 に 有 効 な

対 策 に 必 要 な 資 機 材

の 購 入 費 、 井 戸 の 掘

削 に 係 る 費 用  

※ 高 温 ・ 渇 水 下 に お

い て も 当 該 品 目 の 生

産 面 及 び 数 量 を 維 持

す る 計 画 を 立 て る こ

と  

３ 分 の １ 以 内 （ 補 助 限 度

額 ３ ０ 万 円 ）  

た だ し 、 補 助 対 象 園 芸 作

物 が 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定

す る 作 物 の 場 合 は 、 ２ 分

の １ 以 内 （ 補 助 限 度 額 ５

０ 万 円 ）  

   



 

別記 
第１号様式（第８条関係） 

柏 崎 市 園 芸 産 地 拡 大 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 年   月   日  

 

柏崎市長          様 

 

住所  
申請者 

                            氏名            

 

年度において、下記のとおり補助事業を実施したいので、関係書類を添えて補助金       

の交付を申請します。 

記 

 

１ 補助事業に要する経費 

             

２ 交付申請額 

 

３ 補助事業の内容及び経費の配分 

事業 

主体 
施行 

箇所 

事業内容 

及び事業
量 

補助事業に要す
る経費（総事業
費）① 

補助対象 

事業費② 

補助金③ 

（②×補助
率） 

事業主体 

負担金 

①－③ 

       

合計     

 

４ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

５ 添付書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 実施図面書又はカタログ 

⑷ 参考見積書の写し 

⑸ 市税等に滞納がない旨の証明書 

⑹ 暴力団排除に関する誓約書 

 



 

別紙 

令和  年度 園芸振興支援事業計画書 

 

（  資材  機械・施設整備  作業委託  高温・渇水  ） 

※目標の設定については、基準単収や販売単価、過去に補助金の交付を受けている場合はその際

の目標値と整合性が取れる内容とすること 

事業内容  

事 

業 

主 

体 

の 

概 

要 

名称  

所在地  

区分 

□ １ 認定農業者 □ ２ 認定新規就農者 

□ ３ えちご中越農業協同組合 □ その他（           ） 

  

耕地等 

面積 

水田（ha） 普通畑（ha） 樹園地（ha） その他（ha） 

    

目的 ・ 必要性 
 

 

生 

産

目 

標 

区分 品目 面積（ａ） 数量（kg） 

現状（申請年度

の前年） 
   

目標（令和 〇

〇年度） 
   

販 

売

目 

標 

区分 品目 販売先 販売額（円） 

現状（申請年度

の前年） 
   

目標（令和〇年

度〇） 
   

事

業

費

内

訳 

事業内容 事業経費（円） 数量 補助対象経費（円） 

    

 

 計  

市 確 認

事項 

（必須）□ 販売を目的としている  □ 市内住所     □ 市内ほ場 

□ 単純更新ではない 

（選択）□ 栽培面積増加    □ 販売量増加   □ コスト縮減 

□ 作業効率改善   □ 品質向上    □ 新規作物生産 

□ 高温・渇水対策   

申請する事業内容に〇をつけてください 



 

第２号様式（第８条関係） 

 第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

柏崎市長          □印    

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった補助事業について、下記のとおり交付すること

に決定したので通知します。 

 

記 

 

 

１ 補助事業に要する経費          円 

２ 補助金交付決定額            円 

        

 

３ 補助事業に要する経費の配分は、    年  月  日付けによる補助金等交付申請書記

載のとおりとする。 

 

４ 交付条件は、次のとおりとする。 

⑴ 補助交付の対象となる事業及びその内容は、    年  月  日付けによる補助金等

交付申請書記載のとおりとする。 

⑵ 補助事業の内容の全部若しくは一部を変更しようとするとき、又は補助事業を中止しよう

とするときは、速やかに報告し、市長の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ

市長の承認を受けるものとし、市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。 

⑷ 補助事業実績報告書を提出するに当たり、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕

入控除税額が明らかになったときは、これを減額して報告するものとすること。補助事業等

実績報告書の提出後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかにそ

の金額を市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

⑸ 新潟県柏崎市補助金等交付規則及び柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金交付要綱の規定 

を遵守すること。  



 

第３号様式（第８条関係） 

 

  第     号  

   年  月  日  

            

          様 

 

 

柏崎市長          □印    

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった下記事業については、補助金の交付をしないこと

に決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 理由 

 

 

  



 

第４号様式（第８条関係） 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日  

 柏崎市長          様 

 

住所   

補助事業者        

氏名           

 

 

 

年  月  日付け第  号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、下記

のとおりその事業が完了しましたので、事業の実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額   金          円 

 

２ 補助事業の内容及び経費の配分（実績） 

事業 

主体 

施行 

箇所 

事業内容 

及び事業量 

補助事業に要す

る経費（総事業

費）① 

補助対象 

事業費② 

補助金③ 

（②×補助

率） 

事業主体 

負担金 

①－③ 

       

合計     

 

３ 補助事業完了年月日 

     年  月  日 

 

４ その他添付書類 

⑴ 収支決算書 

⑵ 図面又はカタログ 

⑶ 完成写真 

⑷ 支払証拠書類（未払の場合は請求書）写し 

⑸ 事業の実施状況が確認できる書類（必要により）  

振込金融機関名  

支店名  

口座番号 普通・当座 

口座名義人氏名 

（カタカナで記載してください。） 
 



 

第５号様式（第８条関係） 

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助事業等計画変更承認申請書 

 

  年  月  日  

 

柏崎市長          様 

 

                           住所 

補助事業者  

                           氏名           

 

   年  月  日 付け第   号で補助金の交付の決定を受けました補助事業について、

下記のとおり計画を変更して実施したいので承認を受けたく関係書類を添えて申請します。 

 あわせて、補助金        円を        円に変更して交付されたく、申請し

ます。 

 

記 

 

１ 計画変更理由 

 

２ 変更内容及び経費の配分 ※ 記載要領 変更前：上段（ ）書き 変更後：下段（以下同

じ。） 

事業 

主体 

施行 

箇所 

事業内容 

及び事業量 

補助事業に要す

る経費（総事業

費）① 

補助対象 

事業費② 

補助金③ 

（②×補助

率） 

事業主体 

負担金 

①－③ 

       

合計     

 

３ 補助事業の実施期間 

  自   年  月  日 

  至   年  月  日 

 

４ 添付書類 

⑴ 変更収支予算書（変更前：上段（ ）書き 変更後：下段）（必要により） 

⑵ 変更部分の確認書類（図面、カタログ、見積書等）（変更前：上段（ ）書き 変更後：下

段）  



 

第６号様式（第８条関係） 

第     号  

  年  月  日  

           

様 

  

柏崎市長           □印   

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助事業等計画変更承認決定通知書 

 

年  月  日付けで計画変更承認申請のあった  年  月  日付け第   号の補

助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助対象事業費           円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。 

補助率        

  

２ 補助事業に要する経費の配分は、  年  月  日付けによる補助事業等計画変更承認申

請書記載のとおりとする。 

 

３ 補助金交付の対象となる事業及びその内容は、  年  月  日付けによる補助事業等計

画変更承認申請書記載のとおりとする 

 

  



 

第７号様式（第８条関係） 

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助事業等中止（又は廃止）承認申請書 

 

  年  月  日  

柏崎市長          様 

 

住所 

補助事業者   

                                 氏名           

 

  

  年  月  日  付け第    号で補助金交付の決定を受けました補助事業について、

下記のとおり中止（又は廃止）したいので承認を受けたく、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 中止（又は廃止の）理由 

 

 

２ 中止（又は廃止）しようとする以前の遂行状況 

⑴ 事業遂行状況 

 

 

⑵ 経費の支出状況 

  

交付 

決定額 

月 日現在支出済額 残 額 支出予定額 
中止（又は廃止） 

に伴う不用額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

補助事業

に要する

経費 

補助金 

の額 

 
        



 

第８号様式（第８条関係） 

第     号  

 年  月  日  

  

様  

 

柏崎市長          □印   

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助事業等中止（又は廃止）承認決定通知書 

 

年  月  日付けで中止（又は廃止）承認申請のあった    年  月  日付け第    

号の補助事業について、下記のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費        円を      円とする。 

補助金の額             円を      円とする。 

補助率        

 

 

 

  



 

第９号様式（第８条関係） 

                                    第     号  

                                    年  月  日  

 

         様 

 

柏崎市長          □印 

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった補助事業に対する補助金について、下記のとお

り確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額    金        円 

 

２ 交 付 済 額         金        円 

 

３ 確 定 額    金        円 

  



 

第１０号様式（第８条関係） 

                                 第        号 

 年   月   日  

 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金 交付決定取消・返還通知書 

 

          様 

 

柏崎市長          □印  

 

年  月  日付けで実績報告のあった柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金について、下記

の理由により交付決定を全部（一部）取り消すこととしましたので、柏崎市園芸産地拡大支援事

業補助金交付要綱第７条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 取消理由 

 

２ 返還期限 

 

３ 返還方法 

 

 

＜施行注意＞ 

交付決定の一部取り消しを行う場合には、本文中の「全部」を「一部」に置き換えるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１１号様式（第１０条関係） 

柏崎市園芸産地拡大支援事業補助金 達成状況報告書 

 

 年   月   日  

 

柏崎市長          様 

 

住所  

補助事業者 

                            氏名           

 

年度において、交付された園芸振興支援事業について、本事業の採択条件により、下

記のとおり      年度の達成状況を報告します。 

 

記 

 

 達成状況 

区分 
現状 

（  年） 

目標 

（  年） 

１年目 

（  年） 

２年目 

（  年） 

３年目 

（  年） 

生 産 面 積

（ ａ ） 

     

生 産 量 

（ ｋ ｇ ） 

     

販 売 量 

（ ｋ ｇ ） 

     

販 売 額 

（ 円 ） 

     

 

課題と今後の改善策 

 


